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厳しい農業情勢を打開する改正食料・農業・農村基本法と 

関連法に関わる意見書 

 

農業を巡る情勢は，世界人口の増加等で食料不足が危惧されている一方，近年の気

候変動などにより農地の損失・農業生産の減少が進んでいる。また，ウクライナや中

東情勢の悪化のほか，円安などもあいまって生産資材等価格の高止まりなどで経営が

悪化し，これ以上の生産努力は限界を迎えている。このままでは離農者が後を絶たず，

生産基盤は更に脆弱化し，食料の安定供給に対する国民の不安も高まるばかりである。 

このため，改正食料・農業・農村基本法で掲げる新たな理念の下，昨今の世界情勢

を踏まえた輸入に頼らない国内の農業生産の増大が求められるとともに，適正な価格

形成においては消費者の理解醸成を前提に価格転嫁できるよう，国の関与の下に進め

る必要がある。また，生産基盤の維持・強化に向けた農業振興地域の整備に関する法

律の整備やスマート農業推進に係る予算確保など，生産現場の声に寄り添った施策が

求められている。さらに，不測時の食料確保に当たっては，インセンティブによって

政策誘導し，官・民・農が一体となった実効性ある生産体制や備蓄の強化のほか，輸

出入体制の構築などを適切に組み合わせ，平時より国民の食料供給を確保することが

重要となっている。 

よって，政府においては，将来にわたり持続可能な農業の発展を図り，生産現場の

厳しい経営状況を打開する改正基本法や関連法となるよう，次の事項について要望す

る。 

 

１ 改正基本法で掲げる食料安全保障の確保が果たされるよう，国内の農業生産の増

大を基本に，生産基盤の維持・強化，担い手の育成・確保などの予算を拡充するこ

と。また，新たな基本計画の策定に当たっては，食料自給率目標が達成されなかっ

た経過を踏まえ，年一回の目標達成の状況調査及び公表と併せ，未達成時の対応と

して具体的な施策や予算措置を講ずること。  

 

２ 国民の理解醸成を前提とした適正な価格形成については，生産コスト上昇分を一

方的に消費者に負担させるのではなく，国も一定程度負担を担い，生産費等が反映

できるよう法制化を進めること。また，予期せぬ急激なコスト増加については，国

が責任を持って農業者への対策を講ずるとともに，生産コストを価格に反映しきれ

ない恒常的な赤字に対しては，再生産可能な所得補償政策を早急に講ずること。  

 

３ 食料供給困難事態対策法については，国が国際貿易協定での農畜産物の市場開放

を進め，生産調整を手放した結果，農業者・農業者団体等が需要に応じた生産に努

めてきた経過を踏まえ，インセンティブによって政策誘導を図ること。  

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。  
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